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１．件 名 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セルにおける高レベル廃液の滴下について 

 

２．発生日時 

 

平成２１年１月２１日（水） １８時３５分頃 

 

３．発生場所 

 

再処理工場 高レベル廃液ガラス固化建屋 固化セル 

（添付資料－１、添付資料－２参照） 

 

４．発生事象の概要 

１月２１日、高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルの漏えい液受皿集液ポッ

ト内に滞留していた液体の分析を行ったところ、放射能濃度が高いことを確認

したため、固化セル内をＩＴＶカメラで確認した。同日１８時３５分頃（１８

時３７分）に、閉止フランジ（以下、閉止フランジ①という）から高レベル廃

液が滴下していることを発見した。当該閉止フランジ（※）は、保修のためガ

ラス溶融炉への高レベル廃液供給配管を閉止していたものである。 

 

※当該閉止フランジは、高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備と固化セル換気設備と

の雰囲気を縁切りすることを目的として設置したものであり、閉じ込め機能を期待し

て設置したものではない。 

 

遠隔操作にて閉止フランジのボルト増し締め作業を行い２０時４２分に滴

下の停止を確認した。 

また、２１時００分頃（２０時５３分）、同セル内のもう一方の高レベル廃

液供給配管の閉止フランジ（以下、閉止フランジ②という）から高レベル廃液

が滴下していることを確認したため、遠隔操作にてボルトの増し締め作業を行

い、２１時５２分に滴下の停止を確認した。 

固化セル内の漏えい液受皿集液ポット内の液体（約１６Ｌ）については、２

３時１０分頃に回収した。 

その後、閉止フランジ②に繋がっている配管内に残っていた液体を採取し、

分析を行った結果、高レベル廃液であることが確認された。 

なお、本事象に伴う放射性物質による環境及び人への影響はなかった。 

発生事象に係る時系列を添付資料－３に示す。 
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５．事象説明 

５．１ 事象説明 

（１）閉止フランジの取付け 

ガラス溶融炉の点検作業等を実施するため、昨年１２月にガラス溶融炉の

原料供給装置に繋がる高レベル廃液供給配管をフランジ部にて取外し、フラ

ンジ部に閉止フランジを取付けた。 

（２）漏えい液受皿の液位高警報発報 

１月２１日に漏えい液受皿の液位高警報が発報したことから、漏えい液受

皿の液位計の計装配管詰まり除去作業の一環として、１月２１日に採取した

試料を分析し、高レベル廃液と同程度の放射能濃度であることを確認した。 

１月２１日以前（１月１７日）に漏えい液受皿の液位高警報が発報してお

り、その際のＩＴＶカメラによる確認の結果、液位は液位高警報が発報する

までに達していないことを確認したことから、液位計計装配管の詰まりによ

るものと判断し、１月１９日に当該配管の詰まり除去作業を実施していた。 

（３）滴下箇所の確認 

分析の結果から高レベル廃液が漏えいしている可能性があると判断し、固

化セル内をＩＴＶカメラで確認したところ、閉止フランジから液体が滴下し

ていることを発見した。 

その後、閉止フランジのボルト増し締め作業を行い、滴下の停止を確認す

るとともに、漏えい液受皿集液ポット内の液体を回収した。 

 

５．２ 放射線状況 

 （１）施設内の放射線状況 

高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内における高レベル廃液の滴下に

伴う施設内の放射線状況は、以下のとおりであり、異常はなかった。 

① 線量当量率 

当該建屋管理区域内に設置されているγ線エリアモニタの測定値は通常

の変動範囲内であり、異常はなかった。 

② 空気中放射性物質濃度 

  当該建屋管理区域内に設置されているダストモニタの測定値は通常の変

動範囲内であり、異常はなかった。 

③ 排気モニタ 

高レベル廃液ガラス固化建屋排気モニタ、主排気筒ガスモニタ、主排気

筒ダストモニタ（α、β）、主排気筒よう素モニタの測定値は通常の変動範

囲内であり、異常はなかった。 
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（２）周辺環境の放射線状況 

高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の滴下に

伴う周辺環境の放射線状況について、モニタリングステーション及びモニ

タリングポストの測定値は通常の変動範囲内であり、異常はなかった。 

 

５．３ 設備への影響 

ガラス固化建屋内のガラス溶融炉Ａは運転停止中であり、状態の変化はない。

また、高レベル廃液の滴下については、閉止フランジのボルト増し締めにより

停止したことから、他設備への波及的影響はない。 

 

６．調 査 

高レベル廃液の滴下発生に対する原因究明のため関連する設備の運転データ

等の調査を行った。 

（１）供給槽Ａの液量変動 

高レベル廃液の滴下が確認された配管は、供給槽Ａからガラス溶融炉Ａ

に高レベル廃液を供給する系統であることから、供給槽Ａの液量データを

調査した。 

調査の結果、１月９日１６:００頃から液量の減少が始まっていること

を確認した。高レベル廃液の滴下が確認された１月２１日までの液量変動

量から推定される廃液減少量は１４０Ｌ程度であった。（添付資料－４－

１参照） 

供給槽Ａの液量については、定期的に運転員により値の記録が行われて

いるが、廃液減少量は微量であり、かつ、液量の指示値は常に変動してい

たことから、液量の減少に気がついたのは１月１２日であった。 

しかし、この液量減少は、設備点検に伴い高レベル廃液ガラス固化廃ガ

ス処理設備に設置している冷凍機を停止した（１月９日）ため、供給槽Ａ

への凝縮水の流入量が減少していることによるものと考え、冷凍機を復旧

すると液量減少が止まるものと考えていた。（実際には、凝縮液は、供給液

槽Ａに流入することから供給槽Ａに流入せず、液量減少に影響しない。） 

（２）圧力バランスの変動 

供給槽Ａは、塔槽類廃ガス処理設備により負圧に維持されており、供給

槽Ａからガラス溶融炉Ａに廃液を供給する系統にある気液分離ポットは高

レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備により負圧に維持されている。 

両設備の１２月１６日から１月２１日における圧力変動の実績につい

て調査した。 

①塔槽類廃ガス処理設備 
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１月１５日、塔槽類廃ガス処理設備の設備点検中に系統内の負圧が通

常より深くなる事象が発生した。塔槽類廃ガス処理設備系統内の負圧が

通常より深くなったことにより各所でシール水が流出した。この復旧作

業の一環として、シール水を張り込むため塔槽類廃ガス処理設備の負圧

を浅くし、シール水を張り込み後、負圧を通常状態に復旧した。（添付

資料－４－２参照） 

この際、固化セルの漏えい液受皿の液位上昇を確認したが、警報設定

値未満であった。また、漏えい液受皿の液位上昇の原因はシール水の流

入であると考えていた。漏えい液受皿の液位上昇と同時期に温度上昇も

確認した。 

②高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

１月１５日から１月２１日までの間、計器点検のため高レベル廃液ガ

ラス固化廃ガス処理設備の負圧を約    ｋＰａから約    ｋＰ

ａに調整していた。 

 

（３）漏えい液受皿の液位変動（添付資料－４－３参照） 

①塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動時 

１月１５日、塔槽類廃ガス処理設備の設備点検中に系統内の負圧が通

常より深くなる事象が発生した。その際、固化セルの漏えい液受皿の液

位上昇が確認された。 

②漏えい液受皿の液位高警報発報時 

１月１７日に漏えい液受皿の液位高警報が発報した。その際、ＩＴＶ

カメラにより漏えい液受皿内の液位を観察し、液位高警報を発報する液

位に達していないことを確認した。その後、数回液位高警報が発報した。 

 

（４）供給槽Ａに関連する設備 

供給槽Ａの液量が低下していることが確認されたことから、供給槽Ａに

関連する液位計（液位計指示値として液量が表示される）、エアリフト駆動

用圧縮空気供給弁、エアリフトパージ空気について調査を行った。 

①液位計 

導圧配管の異物閉塞等により液位計の指示値異常が発生している可

能性がないか調査を行い、指示値異常が発生していないことを確認した。 

②エアリフト駆動用圧縮空気供給弁 

エアリフト駆動用圧縮空気供給弁及び三方弁から空気が漏えいした

場合、供給槽Ａの廃液が配管内を上昇する可能性があることから、各弁

の調査を行い、漏えいがないことを確認した。 
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③エアリフトパージ空気 

供給槽Ａからガラス溶融炉Ａに廃液を供給するためのエアリフトに

は放射性雰囲気の逆流防止を目的としてパージ空気を常に供給してい

る。 

パージ空気流量が何らかの理由で上昇した場合には、供給槽Ａ内の液

が移送される可能性があることから、パージ空気流量について調査を行

った。その結果、閉止フランジ①に繋がる配管上のエアリフトについて

は、通常の流量（約２０Ｌ／ｈ）よりも大きい値（約６５Ｌ／ｈ）であ

ることを確認した。その後、流量を通常値に戻したところ供給槽Ａの液

量の減少が停止した。（添付資料－４－１参照） 

閉止フランジ②に繋がる配管上のエアリフトについては、通常の流量

であった。 

パージ空気流量は、通水作動試験時に通常の流量に設定して以降変更

した記録はないため、流量が増加した理由について、機械的要因、プロ

セス的要因及び人的要因の観点で調査を行った。 

その結果、以下のことが確認された。 

［機械的要因］ 

①振動による流量調整弁のゆるみによる流量変動：当該調整弁の周辺

に振動を与える要因となる設備がないことを確認した。 

②流量計内の異物による流量変動：流量計を分解点検した結果、有意

な異物がないことを確認した。 

③流量調整弁の磨耗、部品の欠落による流量変動：流量調節弁を分解

点検した結果、有意な部品の磨耗、欠落がないことを確認した。 

［プロセス的要因］ 

④圧縮空気供給圧力の変動による流量変動：トレンドデータにより圧

縮空気供給圧力の有意な変動がないことを確認した。 

［人的要因］ 

⑤人の操作による流量変動：供給槽Ａの液量減少が発生している１月

９日にパージ空気量の流量計が設置されている場所に作業者が立

ち入った実績が確認された。当該作業者に当日の作業内容について

聞き取り調査を行ったところ、同作業員が実施した作業は、当該流

量計とは関係ないものの、作業した場所が流量計の近傍であること

及び同作業員は当該流量計に触れた記憶がないことを確認した。 

 

（５）その他のフランジ部 

当該配管以外の閉止フランジを設置している全ての箇所の調査を行い、
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当該箇所以外に廃液が滴下している箇所はなかった。 

（６）分析結果の評価 

漏えい液受皿内の廃液の分析値と供給槽Ａの上流設備である高レベル

廃液混合槽Ａの廃液の分析結果を比較したところ、セシウムの放射能濃度

などが約４倍であった。（添付資料－５参照） 

 

 

７．滴下量の評価 

６章の調査により確認された供給槽Ａの液量変動、負圧変動等の各事象発生の

時期等から高レベル廃液の滴下量の評価を行った。 

①塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動事象の発生まで（添付資料－６－１参照） 

供給槽Ａの液量低下が発生してから塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動事象

が発生するまでの期間には、供給槽Ａの液量変動量と供給槽Ａ内での廃液蒸

発量の関係から、約９７Ｌの廃液が閉止フランジ①に移動し、閉止フランジ

から滴下したものと推定される。 

 

②塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動事象の復旧まで（添付資料－６－２参照） 

塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動事象が発生してから復旧するまでの期間

には、供給槽Ａ及び供給液槽Ａの撹拌機軸封部シール水の槽内への流入等を

考慮すると約２３Ｌの廃液が閉止フランジ①及び閉止フランジ②に移動し、

滴下したものと推定される。 

 

③供給槽Ａの液量減少停止まで（添付資料－６－３参照） 

塔槽類廃ガス処理設備の負圧変動事象の復旧から供給槽Ａの液量減少停止

までの期間には、供給槽Ａの液量変動量と供給槽Ａ内の廃液蒸発量の関係か

ら、約２９Ｌの廃液が閉止フランジ①に移動し、滴下したものと推定される。 

 

上記①～③の合計量は、約１５０Ｌとなり、最大でこの量が閉止フランジから

セル内に滴下したものと考えられる。 

 

 

８．推定原因 

８．１ 事象発生の推定原因 

６章の調査結果を踏まえ、高レベル廃液の滴下事象に対する要因分析を行った。

（添付資料－７参照） 

要因分析の結果、以下のことが事象発生の推定原因であると考えられる。 
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（１）閉止フランジに廃液が移送されたことに対する推定原因 

閉止フランジ①に供給槽Ａの廃液が移送された原因としては、供給槽Ａ内

に設置されているエアリフトのパージ空気流量が通常（約２０Ｌ／ｈ）より

も大きい流量（約６５Ｌ／ｈ）になっていたことにより供給槽Ａ内の廃液が

気液分離器を経由して閉止フランジまで送られたことであると推定される。 

通常（約２０Ｌ／ｈ）よりも大きい流量（約６５Ｌ／ｈ）がパージ空気流

量として流れた場合に槽内の液が移送される可能性についてモックアップ

試験等により評価を行い、約６５Ｌ／ｈのパージ空気流量で槽内の液が移送

される可能性があることが確認された。（添付資料－８参照） 

また、エアリフトのパージ空気流量が通常の値よりも大きくなっていた原

因としては、圧縮空気供給配管内に詰まっていた異物が偶発的に除去された

ことや作業員が偶然接触したことなどが考えられるものの、原因の特定には

至らなかった。 

閉止フランジ②に廃液が移送された原因としては、塔槽類廃ガス処理設備

で過負圧事象が発生した際にシール水が流入したこと及び塔槽類廃ガス処

理設備で発生した過負圧事象の復旧作業として塔槽類廃ガス処理設備の系

統内圧力が回復したことにより、供給槽Ａの液面が低下し、それによりエア

リフト配管内を液体が上昇する現象が生じたことであると推定される。 

 

（２）閉止フランジから廃液が滴下したことに対する推定原因 

（１）の推定原因により供給槽Ａから閉止フランジ①及び②に到達した廃

液が閉止フランジ部から滴下した原因としては、閉止フランジ部に再使用の

ガスケットを使用したことにより、閉止フランジ部のシール機能が確保でき

なかったことであると推定される。当該閉止フランジは、高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備と固化セル換気設備との雰囲気を縁切りすることを

目的として設置したものであり、閉じ込め機能を期待して設置したものでは

ない。このため、当該閉止フランジ部を取付ける際の考え方として廃液の移

行がないことを前提としていたことから、金属製のガスケットを再使用して

いた。 

 

８．２ 今回の事象において推定されるメカニズム 

６章の調査結果及び７章の要因分析結果から、高レベル廃液の滴下及び漏えい

液受皿集液ポットの液位上昇が発生したメカニズムを以下のように推定した。（添

付資料－９－１、添付資料－９－２参照） 

①エアリフトに汚染拡大防止のために供給している圧縮空気（エアリフトパー

ジ空気）流量の増加が発生したことにより、供給槽Ａから気液分離器まで廃
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液が到達し、供給槽Ａの液位が減少し始めた。（【１】） 

②気液分離器に到達した廃液は、重力により閉止フランジ①まで到達した。

（【２】） 

③閉止フランジ①に到達した廃液は、閉止フランジの隙間からトレイに滴下し

始めた。（【３】、【４】）供給槽Ａの液量の減少速度から、滴下量は約１

２ｍＬ/分程度であると推定される。トレイの容量が約１Ｌであることから、

約１．５時間後には、トレイから直下の漏えい液受皿への滴下が始まったも

のと推定される。 

④トレイから滴下した廃液は、約８ｍ下の漏えい液受皿上に落下するが、時間

当たりの滴下量が小さいことから漏えい液受皿上で蒸発し、漏えい液受皿集

液ポットに到達しない状況が続いた。供給槽Ａの液量減少量から⑤の事象が

発生するまでの間に約９７Ｌが閉止フランジ①から滴下したものと推定さ

れる。 

⑤塔槽類廃ガス処理設備において、過負圧事象が発生し、各所でシール水が流

入した。この際、シール水の一部が閉止フランジ①及び閉止フランジ②に到

達した。（【５】） 

⑥塔槽類廃ガス処理設備における過負圧事象の復旧作業として，シール水を張

り込むため塔槽類廃ガス処理設備の負圧を浅くした。この際、負圧変動が復

帰する際に供給槽の液位変動が発生し、エアリフト配管内の液位が一時的に

上昇し、閉止フランジ②にも廃液が移送され、閉止フランジの隙間から滴下

したものと推定される。（【６】） 

⑦負圧を浅くしたことによりエアリフトの浸液率※が上昇し，エアリフトにより

再度、気液分離器まで廃液が到達した。負圧変動の１時間４０分後に漏えい

液受皿集液ポットの液位上昇が確認されている。これは、浸液率が上昇した

ことによりエアリフトによる廃液の移送量が多くなり，その結果として閉止

フランジ①の隙間からの廃液の滴下速度が増加し、固化セル漏えい液受皿集

液ポットに到達しはじめたものと推定される。（補足；液位が３０ｍｍに到

達するまではトレンドで確認できない。）（【７】、【８】）負圧が浅くな

ったことなどの影響により約９２ｍｌ/分の滴下速度（③の場合の約８倍の速

度）で約２３Ｌの液が漏えいしたものと推定される。この際、以前から漏え

い液受皿に滴下し、蒸発により濃縮されていた溶液の一部と混ざり合いなが

ら漏えい液受皿集液ポットに流入したため、セシウムの放射能濃度等が約４

倍になったものと推定される。 

 ※エアリフトの浸液率が低下すると移送量が減少し、浸液率が上昇すると移送

量が上昇する。 

⑧シール水の復旧作業が終了したので、塔槽類廃ガス処理設備の負圧を初期状
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態に復旧した。このため、供給槽Ａからのエアリフトによる廃液の移送が従

前の状態に戻り、閉止フランジ①の隙間からの滴下は継続した。（【９】、

【１０】、【１１】、【１２】）但し、時間当たりの滴下量が小さくなった

ことから、漏えい液受皿上で蒸発し、漏えい液受皿集液ポットに到達しない

状況となった。 

⑨閉止フランジボルトを増し締めしたことにより、隙間がなくなり固化セルへ

の漏えいは停止した。（【１３】、【１４】） 

⑩エアリフトのパージ空気流量を所定の流量に復旧したことにより、供給槽Ａ

の液量減少は停止した。（【１５】） 

 

８．３ 組織要因 

８．１節に示した高レベル廃液の滴下事象が、発生した直接原因の他に閉止フ

ランジからの廃液の滴下を発見するまでに時間を要したことに対する以下の問題

点を抽出し組織要因の分析を実施した。（添付資料－１０参照） 

①供給槽Ａの液位低下を高レベル廃液の移送によるものとは考えていなかっ

た。 

②固化セル漏えい液受皿の液位上昇及び温度上昇を高レベル廃液の流入によ

るものとは考えていなかった。 

③エアリフトのパージ空気量が通常（約２０Ｌ／ｈ）よりも大きい流量（約６

５Ｌ／ｈ）になっていたとは考えていなかった。 

分析の結果、以下のことが組織要因として抽出された。 

①供給槽Ａの液量の値を定期的に記録しているものの、トレンドにより長期的

な変動を確認するルールがなかった。 

②供給槽Ａの液量低下並びに漏えい液受皿の液位上昇及び液温上昇が確認さ

れたが、通常とは異なる運転情報の判断に対して、組織的に検討していなか

った。 

③高レベル廃液ガラス固化建屋に特異なエアリフトにおいてパージ空気量が

通常の値よりも大きくなっているとは考えておらず、エアリフトのパージ方

法の管理に対する認識が薄かった。 

 

９．再発防止対策 

８．１節の事象発生の推定原因を受け、以下の再発防止対策を実施する。 

（１）エアリフトのパージ空気流量の変動防止 

エアリフトのパージ空気流量が大きくなったことについては、原因の特

定ができなかったが、想定される流量変動の発生原因に対する対策を図るこ

とにより同様の事象の発生防止等を図る。 
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具体的には、以下の対策を行う。 

①流量調整弁の磨耗、部品の欠落、異物による流量変動 

偶発的な事象を防止することが困難であることから、偶発的に流量

が変動した場合に早期に発見できるよう流量計の指示値を定期的に監

視することを手順化する。 

②作業員が偶然接触したことによる流量変動 

流量計調節弁への近接防止を行うとともに偶然接触した場合などに

簡単に調節弁が動かないように調節弁の養生を行う。 

また、恒久対策として、計画的に定格流量以上流れにくい構造とす

る。 

 

供給槽Ａと同様にエアリフトにパージ空気を流している設備を対象とし

て、供給液槽Ａ、供給槽Ｂ及び供給液槽Ｂに対して水平展開を図ることとす

る。 

 

（２）閉止フランジの取付け方法の見直し 

金属製のガスケットを再使用したためにシール機能が確保できなかった

ことに対する対策として、セル内の廃液等の系統に設置する閉止フランジの

取付け作業を行う際には、万一の場合を考えガスケット再使用の禁止等閉止

フランジに廃液が移行することを考慮した取付け方法に見直しを行う。 

他建屋ではセル内において閉止フランジを使用している箇所はない。 

また、セル内の廃液等の系統に設置するフランジ部に設置されているト

レイの状態を定期的に点検することを手順化する。 

 

更に、８．３節の組織要因の分析結果に対し、以下の対策を実施する。 

（３）重要な槽の液量変化監視ルールの強化 

供給槽Ａのような、高レベル濃縮廃液、不溶解残渣廃液、プルトニウム

濃縮液を内包する貯槽等（高レベル廃液ガラス固化建屋では、高レベル濃縮

廃液貯槽、高レベル廃液混合槽などが該当する）については、現状実施して

いる定期的な液量の記録に加え、監視制御盤におけるトレンドにより長期的

な変動監視を行うことをルール化する。 

 

（４）通常とは異なる運転状態が発生した際の対応方法の改善 

高レベル濃縮廃液、不溶解残渣廃液、プルトニウム濃縮液を内包する貯

槽等からの漏えい拡大防止用の漏えい液受皿については、注意報の発報等に

より液位上昇が確認された際の対応方法に対して改善を図る。 
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11 

具体的には、漏えい液受皿の液位上昇に関連する槽液量等のパラメータ

を抽出するとともに、液位上昇が確認された際に関連するパラメータの評価

及び監視を行うことを手順化する。 

 

（５）エアリフトのパージ空気流量管理方法の改善 

エアリフトのパージ空気流量の管理方法として、当該エアリフトのパー

ジ空気量計を巡視点検の対象とし、適正なパージ空気量を確認するとともに、

適正なパージ空気流量を現場のパージ空気流量計に見やすく掲示する。 

 

上記対策の実施に併せて、安全上重要な警報が発報した場合には、関係者によ

り関連する運転データの総合的な評価を行うための体制の整備を図ることとする。 

これらに加え、安全上重要な漏えい液受皿の液位高警報発報時に、その発報が

計装配管の詰まりによる発報と考えられる場合であっても、ＩＴＶカメラによる

目視確認等による代替手段を講じる場合を除き、漏えい液受皿の液体を分析・移

送することを手順書に追加する。 

 

 

１０．ガラス溶融炉の点検作業について 

ガラス溶融炉の熱上げ作業を実施するにあたり、以下の処置を実施する。 

・ ９章 再発防止対策のうち恒久対策以外の対策 

・ トレイの清掃 

なお、高レベル廃液供給配管中に滞留している廃液の回収については、１月２

９日までに実施済みである。 

 

１１．今後の対応について 

ガラス溶融炉の保守作業に際し配管の取外しを行うなどの非定常作業に伴う

高レベル廃液の滴下という看過してはならない事象の発生に鑑み、今後も継続し

て組織要因等について品質保証上の改善を図っていく。 

 

以 上 



添付資料－１ 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

構内配置図 
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塔槽類廃ガ
ス処理設備

供給槽A

A

保修のため原料供給器を取外し
て閉止フランジをしていた

トレイ

漏えい液受皿

圧縮空気

A

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備

圧縮空気

漏えい液受皿

滴　下　箇　所　概　要　図

セル内

A ：エアリフトポンプ
　（圧縮空気を用いて、
　　液体を移送する設備）

滴下

供給槽第1セル 固化セル

添
付

資
料

－
２

閉止フランジ① 閉止フランジ②

集液ポット 集液ポット

気液分離器 気液分離器
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添付資料－３ 

時系列 

２００８年 

１２月１６日 

８時５９分 

～ １１時５１分 

 

 

高レベル廃液供給配管のフランジ部のガスケット取外

しを実施 

 

 １３時３０分 

 ～ ２１時５０分 

固化セルパワーマニプレータにより閉止フランジ①及

び閉止フランジ②取り付け及び遠隔ボルト締め付け作

業を実施 

 

２００９年 

 １月 ９日 
 １６時００分頃 供給槽Ａの液位低下が開始 

  

 １月１５日 

  ９時５２分 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力

Ａの計器点検作業に伴い、計器測定を停止したところ、

高レベル廃液濃縮廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口

圧力Ａ高及び高警報が発報 

 

  ９時５３分 不溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力Ａ

の計器点検作業に伴い、計器測定を停止したところ、不

溶解残渣廃液廃ガス処理系廃ガス洗浄塔入口圧力Ａ高

警報及び高レベル廃液ガラス固化建屋内シールポット、

攪拌機の軸封水液位低が発報 

 

 １１時３０分頃 固化セル漏えい液受皿温度（集液ポットの温度）が上昇

を開始 

 

 １１時４５分頃 固化セル漏えい液受皿液位Ｂ（集液ポットの液位）が上

昇を開始 

 

 １月１７日 

 １９時０４分 

 ～ １９時１５分 

固化セル漏えい液受皿液位Ａ高注意報発報、回復を繰り

返した。 

 

 １９時頃 ガラス固化課長は、計装保修課へ液位計の点検を依頼 
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 １９時２４分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ａ高警報発報を確

認 

 

 １９時３４分 ＩＴＶカメラで漏えい液受皿の状況を確認し、高警報発

報液位まで達していないことを確認 

 

 ２０時０２分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報発報を確

認 

 

 ２２時０５分 計装保修課員は、計器の０点確認を行い液位Ｂ高警報に

ついては復旧し、Ａ、Ｂ系とも計器が故障してないこと

を確認したが、導圧配管の詰まりの兆候が見られること

を確認し、作業を終了することを当直長、ガラス固化課

員及び計装保修課長へ連絡 

 

 １月１８日 

  １時２１分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報発報を確

認 

 

  １時４８分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報が自然復

旧したことを確認 

 

  ３時２９分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報発報を確

認 

 

 １３時５４分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ａ高警報が復旧し

たことを確認 

 

 １月１９日 

  ５時１９分 当直員は、統括当直長の指示により固化セル漏えい液受

皿液位計導圧配管のパージ流量を最大としたが、固化セ

ル漏えい液受皿液位計に変化がないことからパージ流

量を通常へ復旧 

 

  ６時４０分 遠隔操作員は、ＩＴＶカメラにて固化セル漏えい液受皿

の液位が液位高警報レベルまで上昇していないことを

確認し、当直長へ報告 

 

 １４時３１分 

 

計装保修課は、空気及び水による導圧配管の詰まり除去

作業を実施し、詰まりが復旧したことをガラス固化課員

へ報告 
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 １月２０日 

 １４時３０分頃 ガラス固化課長から固化セル漏えい液受皿内溶液のサ

ンプリング作業を統括当直長へ指示 

 

 １月２１日 

  ３時４７分 固化セル漏えい液受皿の集液ポット内に滞留している

液体のサンプリングを実施 

 

 １３時１６分 当直員は、サンプリングにより回収した試料の気送を開

始 

 

 １４時００分頃 当直員は、回収した試料の気送作業を一時中断 

 

 １４時３０分頃 当直員は、固化セル漏えい液受皿液位Ａ、Ｂの液位指示

値上昇を確認し当直長へ報告 

 

 １５時２０分 当直員は、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報発報を確

認し、当直長及びガラス固化課員へ報告 

ガラス固化課長は、警報発報の頻発を受け、計器故障を

疑い計装保修課へ計器復旧依頼についてガラス固化課 

員へ指示 

ガラス固化課員は、計装保修課へ計器の復旧を指示 

 

 １５時２４分 当直員は、固化セル漏えい液受皿液位Ａ高警報発報を確

認し、当直長及びガラス固化課員へ報告 

当直長は、遠隔操作員へＩＴＶカメラにて固化セル漏え

い液受皿の状態観察を指示 

 

 １５時２５分 遠隔操作員は、ＩＴＶカメラにて固化セル漏えい液受皿

の状態を観察し、１月１７日の確認状況と変わらないこ

とを当直長へ報告 

当直長は、統括当直長へ同様に報告し、１月１７日の確

認状況と変わらないことから漏えいではないと判断 

 

 １５時４３分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ｂ高警報が自然復

旧したことを確認 
 

 １６時４８分 当直員が、固化セル漏えい液受皿液位Ａ高警報が自然復

旧したことを確認 
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 １７時２４分 

～ １７時３０分 

計装保修課員は、固化セル漏えい液受皿液位計Ａ、Ｂ詰

まり除去を実施 
 

 分析課よりガラス固化課に固化セル漏えい液受皿に滞

留している液体の分析結果を確認 

・Ｎａ：７３ｇ／Ｌ 

・Ｈ＋：０．８５ｍｏｌ／Ｌ 

・γ：２．０×１０１０Ｂｑ／ｍＬ 

 

 １８時３５分頃 固化セルパワーマニプレータ ITV カメラで廃液供給配

管の閉止フランジ①の漏えい確認用のトレイを確認し

たところ、トレイ上が満水状態になっていることを確認

 

 １８時３７分 閉止フランジ部からのトレイ上に液体が滴下している

ことを確認（１０秒に１滴） 

 

 １９時４５分 純水供給用ラインバルブ、エアリフト駆動用圧縮空気ラ

インバルブを確認 

 

 ２０時０１分 

 ～ ２０時１０分 

閉止フランジのボルトの増し締めを実施 

 

 ２０時１５分 主排気筒モニタ、建屋内のエリアモニタ、ダストモニタ、

モニタリングポスト及びモニタリングステーションの

指示値に異常なしを確認 

 

 ２０時４２分 閉止フランジボルトの増し締め完了後の閉止フランジ

①の滴下監視を実施し、滴下が停止したことを確認 

 

 ２０時５３分 トレイ観察時、もう一方の閉止フランジ②からの滴下を

確認（１分に１滴） 

 

 ２１時０２分 

 ～ ２１時２２分 

もう一方の閉止フランジのボルトの増し締めを実施 
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２１時５２分 もう一方の閉止フランジのボルトの増し締め完了後の

フランジ②の滴下監視を実施し、滴下が停止したことを

確認 

 

 ２２時２０分 

 ～ ２２時３５分 

漏えい液受皿に希釈水の注入作業を実施した 

 

２３時１０分 漏えい受皿集液ポット内の液体の回収を実施（固化セル

漏えい液受皿の液位高警報 復旧を確認し、液位３０ｍ

ｍ（測定下限値未満）未満を確認） 

（ＩＴＶカメラで観察した結果、底部に少量の残液を確

認） 

 

２３時３４分 

 １月２２日 

その他類似のトレイの状況をＩＴＶカメラにて確認し、

閉止フランジからの滴下が無いことを確認 

 ～  ０時０５分 

  ３時４９分 供給槽Ａのエアリフトパージ流量が通常より高い約６

５Ｌ／ｈであることを確認し、約６５Ｌ／ｈから約２０

Ｌ／ｈへ変更 

他の供給槽のエアリフトのパージ流量が約２０Ｌ／ｈ

であることを確認 

 

９時００分 Ｂ情報として国、県、村へ第１報ＦＡＸ発信 
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添付資料－５ 

 

漏えい液受皿内の回収した廃液と供給槽Ａの濃度比較 

 

 

 

漏えい液受皿 

項目 分析値 

1回目 

分析値 

2回目 

平均値 

（①） 

供給槽A ※1 

（②） 

濃度比 ※2

（①／②）

Cs137 

[Bq/mL] 
1.6×1010 1.6×1010 1.6×1010 3.6×109 4.4 

Cs134 

[Bq/mL] 
8.2×108 8.1×108 8.2×108 2.1×108 3.9 

Eu154 

[Bq/mL] 
4.9×108 5.2×108 5.1×108 1.2×108 4.3 

Na 

[g/L] 
73 75 74 23 3.2 

密度 

（g/cm3） 
1.5 1.5 1.5 1.2 － 

    平均濃度比 4.0 

 

 ※1：高レベル廃液混合槽Ａの廃液の分析結果から算出した値を示す。 

 ※2：単位は[－]とする。 
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固化セル内の閉止フランジからの滴下事象に係る要因分析図

【確認結果】 　　【評価結果】【事　象】

固化セル内の閉止フ
ランジから高レベル
廃液の滴下

圧縮空気設備で流
量が変動するよう
な作業があった。

底部電極異物除去
用の圧縮空気使用
により流量変動が
あった。

エアリフトによる液
移送操作を実施した

誤操作によりエアリ
フトを起動した。

通常の流量(約１０
～２０ℓ/h以下)以
上流れていた。
1月22日の現場確認
時に、流量が６５ℓ
/hであることを確
認

パージ用空気が通常
流量(約１０～２０ℓ
/h)以下であっても
液移送される。

空気供給用三方弁及
び流量調整弁のシー
トリークにより空気
が供給され液移送さ
れた。

何らかの原因により流量が
変動した。（調整弁に触れ
てしまった等）

パージ用空気流量計が指
示値不良で、通常の流量
以上流れていた。

通常の移送空気に
より液移送され
た。

その他の作業等で圧
縮空気の使用により
流量変動があった。

閉止フランジまで
液体が移送された

閉止フランジで廃液の
滴下を防止できなかっ
た。

【要因【要因３】【要因２】【要因１】【要因０】

最初に設定した以降に流
量調整を行った。

圧縮空気設備で流
量が変動するよう
な作業があった。

底部電極異物除去用
に圧縮空気の使用が
あった。

供給槽の廃液が気
液分離器Ｂに移送
された。

パージ用空気によ
り液移送された。

通常の流量(約１０
～２０ℓ/h以下)以上
流れていた。

パージ用空気が通常
流量(約１０～２０ℓ
/h)以下であっても
液移送される。

その他の作業等で圧
縮空気の使用により
流量変動があった。

純水供給ライン等か
ら流入する。

ＭＯＧ設備の負圧
変動によりシール
水が流入する。

シール水を張るため
塔槽類廃ガス処理設
備の負圧を浅くした
ため

ｴｱﾘﾌﾄが、通常の圧力ﾊﾞﾗﾝｽ
より、揚液しやすい状態を
作ってしまった。

ｴｱﾘﾌﾄが、通常の圧力ﾊﾞﾗﾝｽ
より、揚液しやすい状態を
作ってしまった。

供給槽の廃液が気
液分離器Ａに移送
された

パージ用空気によ
り液移送された

塔槽類廃ガス処理
設備の負圧変動が
発生し、廃液が移
送された

誤操作により過負圧とな
り復帰する際に液位変動
が発生した。

ログシートにて操作は行っていないことを確認し
た。尚、12月15日にエアリフトの隔離を行ってお
り、現在に至るまで隔離解除されていないことを確
認した。

他のエアリフトの状況から通常の流量以下であれ
ば、液移送は行われないことを確認した。

供給槽Ａの液量減少が発生した日にパージ空気量の
流量計が設置されている場所に作業員が立入った実
績が確認された。

パージ用空気流量計の点検を実施し異常がないこと
を確認した。（1月23日）

空気供給用三方弁及び流量調整弁の点検を実施し異
常がないことを確認した。（1月23日）

仮設のコンプレッサーを使用していたため圧縮空気
設備の空気供給に影響を与えることがないことを確
認した。

圧縮空気設備に影響を与える作業は、12月26日に蓋
着脱装置Ｂの作動確認を実施しているが、当該装置
の作動において圧縮空気設備供給圧力の変動は発生
していないことを確認した。尚、その他の作業は
行っていない。

要因である可能性はない。

△

同作業員が実施した作業は当該流量計と
は関係しないものの、その近傍であった
ことから、接触し流量が増加した可能性
がある。

×
要因である可能性はない。

操作は行われていないこと及び隔離され
ていることから、要因である可能性はな
い。×

要因である可能性はない。

×

仮設のコンプレッサーを使用していたこ
とから、要因である可能性はない。

×

その他の作業で圧力変動は発生していな
いことから、要因である可能性はない。

×

△

×

× ×

×

×

×

×

聞取調査にて、パージ用空気流量の調整を行ってい
ないことを確認した。 ×

要因である可能性はない。

×

他のエアリフトの状況から通常の流量以下であれ
ば、液移送は行われていないことを確認した。

1月22日3時00分頃に確認した結果、約２０ℓ/h流れ
ていた。

仮設のコンプレッサーを使用していたため圧縮空
気設備の空気供給に影響を与えることがないこと
を確認した。

圧縮空気設備に影響を与える作業は、12月26日に
蓋着脱装置Ｂの作動確認を実施しているが、当該
装置の作動において圧縮空気設備供給圧力の変動
は発生していないことを確認した。尚、その他の
作業は行っていない。

配管内の残留水をサンプリングし分析した結果、
高レベル廃液と同等のレベルの放射能濃度である
ことを確認した。

要因である可能性はない。

×
要因である可能性はない。

仮設のコンプレッサーを使用していたこ
とから、要因である可能性はない。

×

その他の作業で圧力変動は発生していな
いことから、要因である可能性はない。

×

要因である可能性はない。

×

×

× ×

×

×

×

配管内の残留水をサンプリングし分析した結果、
高レベル廃液と同等のレベルの放射能濃度である
ことを確認した。

×
要因である可能性はない。

×

負圧を浅くした時の供給槽Ａの液量の減少が大きく
なっており、ｴｱﾘﾌﾄによる移送量が増えた可能性が
高い。

収支から漏えい液受皿の増液とタイミン
グが一致しており、要因である可能性が
高い○ ○

通常のパージ空気流量であれば、液移送は行なわれ
ていないことを確認した。

要因である可能性はない。

× ×

1月15日廃ガス洗浄塔の入口圧力計点検時に負圧を
維持するため、SAﾗｲﾝからの供給を停止させるｲﾝﾀｰ
ﾛｯｸが働かないようﾌｫｰｽ(ｿﾌﾄ内の一時的なｲﾝﾀｰﾛｯｸの
除外）を実施する予定であったが、ﾌｫｰｽを行わずに
計器隔離を行ったため、ｲﾝﾀｰﾛｯｸが働きSAﾗｲﾝからの
供給が停止し過負圧状態になった。これを復帰する
際に供給槽の液位変動が発生し、エアリフト配管内
の液位が一時的に上昇し、気液分離器に移送され
た。

要因である可能性が高い

○○

【要因５】

振動による流量調節弁の緩
みにより流量が増加した。

流量計内の異物により流量
が変動した。

流量調整弁の磨耗、部品の
欠落により流量が変動し
た。

圧縮空気供給圧力の変動に
より流量が変動した。

人的要因により流量が変動
した。

振動による流量調節弁の緩みを想定し、振動状況を
確認したが、有意な振動の発生がないことを確認し
た。

要因である可能性はない。

××

流量計内の異物の付着状況を確認したところ、ブ
ローによりウエスに湿り気のある付着物は認められ
たが、詰まりの原因となるような固形物はないこと
を確認した。

△

流量調節弁の磨耗、部品の欠落を調査し、磨耗、部
品の欠落がないことを確認した。 ×

圧縮空気供給圧力の過去データを確認し、有意な圧
力変動がないことを確認した。 ×

湿り気のある付着物が確認されたことか
ら、系統内に異物がある可能性を否定で
きない。 △

要因である可能性はない。

×

要因である可能性はない。。

×

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備と固化セ
ル換気設備との雰囲気との縁切りを目的として設
置したものであり、閉じ込め機能を期待して設置
したものではなかった。

○

要因である可能性が高い。

○

ログシートにて操作は行っていないことを確認し
た。尚、12月15日にエアリフトの隔離を行ってお
り、現在に至るまで隔離解除されていないことを確
認した。

操作は行われていないこと及び隔離され
ていることから、要因である可能性はな
い。× ×

塔槽類廃ガス処理
設備の負圧変動が
発生し、廃液が移
送された

シール水を張るため
塔槽類廃ガス処理設
備の負圧を浅くした
ため

エアリフトによる液移
送操作を実施した

誤操作によりエアリフ
トを起動した。

空気供給用三方弁及び流
量調整弁のシートリーク
により空気が供給され液
移送された。

通常の移送空気に
より液移送され
た。

ログシートにて操作は行っていないことを確認し
た。尚、12月15日にエアリフトの隔離を行ってお
り、現在に至るまで隔離解除されていないことを確
認した。

空気供給用三方弁及び流量調整弁の点検を実施し異
常がないことを確認した。（1月28日）

操作は行われていないこと及び隔離され
ていることから、要因である可能性はな
い。×

要因である可能性はない。

×

×

×

ログシートにて操作は行っていないことを確認した。
尚、12月15日にエアリフトの隔離を行っており、現在
に至るまで隔離解除されていないことを確認した。

操作は行われていないこと及び隔離され
ていることから、要因である可能性はな
い。× ×

1月15日廃ガス洗浄塔の入口圧力計点検時に負圧を
維持するため、SAﾗｲﾝからの供給を停止させるｲﾝﾀｰ
ﾛｯｸが働かないようﾌｫｰｽ(ｿﾌﾄ内の一時的なｲﾝﾀｰﾛｯｸの
除外）を実施する予定であったが、ﾌｫｰｽを行わずに
計器隔離を行ったため、ｲﾝﾀｰﾛｯｸが働きSAﾗｲﾝからの
供給が停止し過負圧状態になった。これを復帰する
際に供給槽の液位変動が発生し、エアリフト配管内
の液位が一時的に上昇し、気液分離器に移送され
た。

要因である可能性が高い

○○

誤操作により過負圧とな
り復帰する際に液位変動
が発生した。

パージ用空気量が通常の流量よりも大きな流量で流
れた場合に槽内の液が移送される可能性について
モックアップ試験等により評価を行い、約６５ℓ/h
のパージ空気流量で槽内の液が移送される可能性が
あることを確認した。

○

要因である可能性が高い

○

添
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添付資料－８ 

 

高レベル廃液滴下事象に関するエアリフト揚液確認試験 
 

1. 目的 

 高レベル廃液ガラス固化建屋（KA 建屋）における高レベル廃液滴下事象に関連し、エ

アリフトへの圧縮空気流量の変化による揚液の程度を確認するため、モックアップ試験を

実施した。 

 

2. 試験装置 

 当社技術開発研究所内において、エアリフト移送配管の寸法・配置を模擬した試験装置

を設置した（図-1）。 

 

浸液高さ
（条件に応じて調整）

全揚程
(約3150 mm)

約500 mm

アルミパイプ
内径 約12.4 mm

アルミパイプと
ホースの接合部

耐圧ホース
内径 約12 mm

圧縮空気

流量調整弁付きパージ
流量計（実機と同型）

アルミパイプ
内径 約12.4 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エアリフト

移送配管 

圧縮空気 
流量計 

移送溶液 
受容器 

圧縮空気 
供給配管 

タンク 

図-1 エアリフトモックアップ装置の概要 

 

3. 試験条件 

 高レベル廃液滴下事象時における貯槽液位及び圧力バランス（プロセスデータ参照）か

ら、浸液高さを 3通り設定した（表-1）。また、圧縮空気の供給流量をそれぞれ 3通り設

定し（表-2）、以下のとおりデータを採取した 

1) 各浸液高さに対して、エアリフトにより溶液が移送され始める圧縮空気流量を求め

た。 

2) エアリフトにより溶液が移送される場合における 10 分間の揚液量を測定し、移送

流量を算出した。 
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             表-1 浸液高さの条件 

条件 ① ② ③ 

浸液高さ (mm) 1200 1500 1000 

浸液率 (-) 0.38 0.48 0.32 

 ①：供給槽 Aの液位低下発生直後（2009/1/9 16:00 頃）を想定 

 ②：塔槽類廃ガス処理設備（以下「VOG」という。）圧力計設備点検に伴う過負圧事象後の復旧時

（2009/1/15 13:00 頃）を想定 

 ③：パージ空気流量の変更時（2009/1/23 3:49）を想定 

 浸液高さ(mm) = 液位－(貯槽負圧と高レベル廃液ガラス固化建屋廃ガス処理設備負圧の圧力差に相

当する水柱高さ)(*1)－600(*2) 

 浸液率(-) = 浸液高さ / 全揚程 

 (*1) 条件①③については、プロセスデータから圧力差は約 4 kPa であるから、水柱高さは約 400 mm となる。

   条件②については、圧力差がほとんどないことから、水柱高さは 0 mm とする。 

(*2) 実機におけるエアリフト圧縮空気供給点から貯槽下端までの高さ
 

 

 

            表-2 圧縮空気の条件              表-3 試験の条件 

使用流体 水道水 No. 流量 

(L/h) 

圧力 

(MPa) 

備考  

室温 3 ℃ 

1 20  パージ流量の通常値  湿度 53 % 

2 40 0.39 (*3)   水温 9 ℃ 

3 65  事象発生時に確認されたパージ流量    

   (*3) 圧縮空気圧力は、実機と同条件 

              

4. 試験結果 

 試験結果を以下に示す。 
条件 ① ② ③ 

浸液

高さ 

(mm) 

1200 1500 

 

1000 

圧縮

空気 

流量 

(L/h) 

揚液

量 

(mL) 

移送

流量

(mL/

min)

揚液

量 

(mL) 

移送

流量 

(mL/

min)

揚液

量 

(mL)

移送

流量 

(mL/

min)

20 0 - 0 - 0 - 

40 0 - 0 - 0 - 

65 280 28 2900 290 0 - 

移送

開始

圧縮

空気

流量 

(L/h) 

65 45 80 
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圧縮空気流量: 65 L/min 

  

エアリフトへの圧縮空気流量を 65 L/h と設定すると、供給槽 Aの液位低下発生直後を

想定した条件①において約 28 mL/min、VOG 圧力計設備点検に伴う過負圧事象後の復旧時

を想定した条件②において約 290 mL/min の移送流量が測定された。 

 実機の条件とは溶液の温度、密度が異なるが、エアリフトによる揚液への影響は少ない

ため、本結果により実機においても圧縮空気流量約 65 L/h において溶液の移送がされて

いたものと考えられる。 

以 上 
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フランジからの推定漏えい状況について

 

１ 2009年1月9日

16：00頃から閉止ﾌﾗﾝｼﾞより微量の滴下が始まる。

滴下量は約12mL／分程度であると推定される。

約1.5時間後には，ﾄﾚｲから直下の漏えい液受皿への滴下が始まったものと推定される。

２

ﾄﾚｲから滴下した廃液は，約8m下の漏えい液受皿上に落下するが，時間当たりの滴下量が小さいことから漏えい液受皿上で蒸発し，漏え

い液受皿集液ﾎﾟｯﾄに到達しない状況が続いた。

３ 供給槽Aの液量減少量から，塔槽類廃ｶﾞｽ処理設備において過負圧事象が発生するまでの間に約97Lが閉止ﾌﾗﾝｼﾞから滴下したものと推

定される。

４

2009年1月9日～1月15日

2009年1月15日

５ 浸液率が上昇したことにより，ｴｱﾘﾌﾄによる液の移送量は多くなり，その結果として閉止ﾌﾗﾝｼﾞの隙間から固化ｾﾙに漏えいした廃液の滴下

速度が増加（約92mL／分）し，約23Lの液が漏えいすることで固化ｾﾙ漏えい液受皿集液ﾎﾟｯﾄに到達しはじめたものと推定される

負圧変動の約1時間40分後に集液ﾎﾟｯﾄの液位上昇が確認されている。

この際，以前から漏えい液受皿に滴下し，蒸発により濃縮されていた溶液の一部と混ざり合いながら集液ﾎﾟｯﾄに流入したため，ｾｼｳﾑの放

射能濃度等が約4倍になったものと推定される。

６

集液ﾎﾟｯﾄの分析結果は，その放射能濃度等から供給槽Ａの溶液の約4倍程度であった。

集液ﾎﾟｯﾄの液量は約16Lであるから，次のような収支が考えられる。

→αA0 ＋ βA1 ＝ Cp ・ Vp ・・・（１）

① 供給槽Ａの濃度・・・Co

② 集液ﾎﾟｯﾄの濃度・・・Cp　（ ＝ 4Co）

③集液ﾎﾟｯﾄの溶液量・・・Vp　（約16L）

④負圧変動前の漏えい液放射能量・・・Ao　（ ＝ 97Co）

⑤負圧変動後の4hrの漏えい液放射能量・・・A1 （ ＝ 23Co）

⑥A0の内集液ﾎﾟｯﾄに同伴された割合をα[-]とする。 （ 0＜α＜1）

⑦A1の内集液ﾎﾟｯﾄに至った割合をβ[-]とする。 （ 0＜β＜1）

∴（１）式より α ＋ 0.24β ＝ 0.66

　　　（ｱ）A1の溶液がA0と全部混合した場合 α＝β＝0.53であり

　　　（ｲ）A1の流量は全て集液ﾎﾟｯﾄに入った場合 β＝1であり α＝0.42 となる。

よって負圧変動前の流入した放射能量A0の42～53％程度が負圧変動後の漏えい液に同伴されて集液ﾎﾟｯﾄに流入したと考えられる。

～

小流量のためトレイの
一部から滴下

約8m

漏えい状況概要図 負圧変動前

～

約8m

漏えい状況概要図 負圧変動後

負圧変動前に蒸発により
濃縮された漏えい液と混
ざり合いながら集液ﾎﾟｯﾄ
へと流入した。

蒸発

集液溝

集液ﾎﾟｯﾄ

集液溝

集液ﾎﾟｯﾄ

漏えい液受皿

漏えい液受皿

約16Lの集液

ﾄﾚｲ（容量 約1L）

－
９

－
２
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ﾄﾚｲ（容量 約1L）

塔槽類廃ｶﾞｽ処理設備において，過負圧事象が発生し，これにより供給槽A等にｼｰﾙ水が流入した。

塔槽類廃ｶﾞｽ処理設備における過負圧事象の復旧作業として，ｼｰﾙ水を張り込むため塔槽類廃ｶﾞｽ処理設備の負圧を浅くした。

負圧を浅くしていたことによりｴｱﾘﾌﾄの浸液率が上昇し，ｴｱﾘﾌﾄ効果が発生しやすくなった。
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Ａ班、D班以外の当直員は供給
槽Ａの液位低下が高レベル廃液
の想定外移送であることに気が
つかなかった。

当該エアリフトは停止中で
あっても、パージ空気を必要
とする特異なタイプであり、こ
のパージ空気量が増え（約６
５L/ｈ）、エアリフト駆動用圧
縮空気量よりはるかに少な
い値であっても廃液が移送さ
れるとは思っていなかった。

エアリフトの設定についての
過去の記録や管理方法を定
めたものが無かった。
点検も行われていなかった。

エアリフトのパージ方法の管理に対す
る認識が薄かった。

高
レ
ベ
ル
廃
液
の
想
定
外
移
送
が
漏
え
い
す
る
ま
で
気
が
付
か
な
か

っ
た

供給槽Ａの液位低下を高レベル
廃液の移送によるものとは考え
ていなかった。

固化セル漏えい液受皿の液位上
昇及び温度上昇を高レベル廃液
の流入によるものとは考えてい
なかった。

エアリフトのパージ空気量が通
常（約２０L/ｈ）よりも大きい流量
（約６５L/ｈ）になっていたとは考
えていなかった。

傾向をトレンドで確認するルー
ルがなかった。

Ｄ班の当直員は、液位のトレン
ドを確認し、供給槽Ａの液位低
下を認識し、施設課員に連絡す
るとともに、当該貯槽の漏えい
液受皿の漏えい検知警報の発
報がないこと、前直員への電話
での確認、供給液槽Aの増液の
ないことを確認した。その結果
を含め、施設課員にメールで原
因特定を依頼した。その結果、
冷凍機の停止に伴う事象と考
えた施設課員は経過観察を口
頭指示した。

供給槽Ａは、運転中は冷却し
ており、その際発生する凝縮
水は供給槽Ａに入るものと施
設課員は考えていた。そのた
め、冷凍機の保修による停
止に伴い凝縮水の流入がな
くなり、廃液が蒸発すること
から、液位が低下するものと
考えた。

施設課員は、冷凍機の保修
時期と供給槽Ａの液位低下の
時期がほぼ一致しているこ
と、廃ガス冷却器の温度が高
くなっていることから、冷凍機
復旧により供給槽Ａの液位低
下が停止すると考えた

本件の依頼前に、供給槽Ａと供給液槽Ａ
の冷却がない場合のエアリフトの循環運
転時の検討を行っており、その後、本依
頼があり、ＥＦＤなどの図面を確認しな
かった。

当日の朝に、洗浄塔入口圧力
計器の点検を実施していた際
に、圧力変動によりシールポット
のシール水と攪拌機の軸封水
が切れる事象が発生したため、
施設課員は、シール水が固化セ
ル漏えい液受皿に流入したと考
えた。

施設課員は、固化セル内の照明
設備(※溶融炉の復旧作業に伴
い固化セル内に追加で設置した
照明）により、固化セルの漏えい
液受け皿に流入したシール水が
暖められたために、温度が上昇
したものと考えた。
※設置予定であったが、実際に
は設置されていなかった。

施設課員は、漏えい液受皿の液
位計Ａ，Ｂの指示値と温度計のト
レンドデータを確認し、シール水
封入した時間がほぼ一致してい
たため、シール水が固化セル漏
えい液受皿に流入したと考え
た。

これらの考え方を、施設課内
に意見を求めてなく、この考え
方を信じ込んだ。

通常とは異なる運転情報の判断に対
して、組織的に検討していなかった。

高レベル廃液が漏えいしているという事
象に対して、考えられる要因を抽出して
ひとつずつ消しこんで確認していくという
仕事のやり方ができていない。

当直員は定時ログデーター
は取得し確認していたが、
変動の傾向をトレンドで確
認してはいなかった。
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０

組織要因分析図
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